
090-1055-8560
受付 10:00~18:00

（渡辺）☎
主催者 : NPO法人　Dream Support -ドリームサポート-

毎年9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間

かみのかわ議会だより愛称募集

例）広告板、広告塔、壁面広告物、はり紙、立看板、

　 置看板、のぼり旗、広告幕、アドバルーン等

広告板 のぼり旗

壁面広告物

広告塔

〇屋外広告物は、屋外広告物法や栃木県屋外広告物条

　例に基づく規制を受けるので、掲出するときは、原則

　許可が必要です。（一部適用除外があります。）

　上三川町議会では、議会の情報発信として議会だよりを発行しております。

　皆様に、より親しみを持ってご覧いただけますよう、議会だよりに『愛称』を付けることになりました。

　つきましては、皆様からのご応募をお待ちしております。

▶応募条件＝①町内在勤・在住の方

　　　　　　②文字数は問いません。

▶応募方法＝愛称、愛称の理由（任意）、住所、氏名、電話番号をご記入の上、以下のいずれかの方法でご応募ください。

　　　　　　なお、②③の形式は自由です。

　　　　　　①応募フォーム　　右記のＱＲコードから応募してください。

　　　　　　②郵送　〒３２９-０６９６　上三川町しらさぎ一丁目１番地

　　　　　　　　  　※郵便番号のみの記入（住所未記入）でも届きます。

　　　　　　　  　　上三川町役場議会事務局『愛称応募係』宛て

　　　　　　③持参  上三川町役場４階議会事務局、または１階ロビー総合受付の備え付けボックスに投函ください。

　※応募者の個人情報につきましては、愛称選考以外で使用することはありません。

▶応募期限＝９月１９日（火）正午　必着

▶選考方法＝議会広報委員会で審査を行い決定します。なお、愛称は上三川町議会に帰属することとします。

▶結果の公表＝かみのかわ議会だより及び町ホームページへの掲載

※許可申請の窓口は町都市建設課ですが、車両又は船舶に表示される広告物については栃木県都市計画課となります。詳細は栃木県
　ホームページよりご確認ください。
　県の条例には、掲出することを禁止する禁止地域や禁止物件と、許可を受けて掲出できる許可地域が定められています。

※すでに広告物が除却されている場合は、速やかに除却届を提出してください。   

町内の許可地域は、①田園調和型地域②田園調和型沿線地域③市街地形成型地域の３つに区分されており、

地域ごとに許可基準が異なります。また、屋外広告物の種類によって許可基準が異なります。

▶問い合わせ先＝都市建設課　都市計画係　　　　９１４０
　　　　　　　　栃木県　都市計画課　　  ０２８（６２３）２４６３

56☎
☎

▶問い合わせ先＝上三川町議会　広報委員会（上三川町議会事務局内）　　　　９１６２56☎

屋外広告物の許可申請について
◎屋外広告物とは・・・常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものです。

屋外広告物許可期間満了に伴う更新許可申請について
○許可期間経過後も継続して当該広告物を掲出する場合には、許可期間更新の申請が必要となります。

　期間満了前に更新の手続きをお願いします。

○詳しくは町ホームページをご覧いただくか、町都市建設課または県都市計画課までお問い合わせください。

▲応募フォーム

　水道料金・下水道使用料のお支払い方法は、口座振替または納入通知書によるお支払いの

２種類があります。

　口座振替の場合、金融機関等に出向く必要がなく、お支払い忘れを防ぐことができます。

たいへん便利ですので、ぜひご利用ください。

　口座振替の申込みの際は、取扱金融機関で手続きをお願いします。

詳しくは下記までお問い合わせください。

～水道料金の未納対策（給水停止）を実施しています～

　水道事業は皆様にお支払いいただいている水道料金をもとに運営しています。

　正しく納めていただいている方との公平性を保つため、町では水道料金の未納者に対し、

給水の停止を実施しています。

　水道事業の健全運営のため、水道料金の納期限内のお支払いにご協力をお願いします。

上下水道料金は
便利な口座振替をご利用ください

水道料金業務の流れ

メーター検針

納付書発送

口座振替

納期限

毎月　５～１５日頃

毎月　２５日頃

翌月　７日※

翌月　１０日※

※土日祝日の場合は翌営業日になります。

　口座振替日の前日までに、通帳残高の確認を

お願いします。なお、口座振替ができなかっ

た場合、その月の２５日に再振替します。

▶問い合わせ先＝上下水道課　上水道業務係　　　　９１６８56☎

【
ご
み
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